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政
府
部
門
の
理
論
的
考
察
付

ノレ

ム

王里
論
を
中
llt" 

池

上

'惇

第
二
次
大
戦
後
、
国
民
総
生
産
の
中
で
政
府
部
門
の
占
め
一
る
剖
合
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
た
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
政
府
部
門
の

経
済
活
動
を
測
定
す
る
こ
と
と
、
そ
の
理
論
的
基
礎
づ
け
主
試
み
る
乙
と
と
が
、
現
代
経
済
学
、
特
に
財
政
学
の
大
き
左
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
政
府
部
門
の
理
論
的
把
握
の
試
み
は
、
マ
ル
ク
只
経
済
学
に
お
い
亡
、
国
家
独
占
資
本
主
義
論
と
い
う
形
で
問
題
と
な
ド
、

近
代
経
済
学
で
は
、
国
民
所
持
論
h
T

、
国
民
経
済
計
算
と
、
政
府
部
門
の
評
価
白
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ

τ
い
る
。
も
と
も
と
、
現
代

国
家
白
経
済
的
機
能
主
評
価
す
る
際
の
基
本
的
困
難
は
、
資
本
蓄
積
過
程
と
の
関
連
士
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
か

b
は
じ
ま
る
と
み
て
よ

hv
。
占
典
派
経
済
学
は
、
国
家
心
経
費
を
基
本
的
に
、

「
不
生
産
的
」
た
も
の
と
し
亡
把
握
し
、
己
れ
を
政
府
部
門
考
察
白
出
発
点
と

し
たと

こ
ろ
が
、
現
代
に
沿
い
て
は
、
資
本
蓄
積
の
過
程
そ
の
も
白
が
、
国
家
投
資
干
、
国
家
市
場
主
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
、
少
く
と
も
、

表
出
的
に
み
れ
ば
、
政
府
部
門
は
資

4
蓄
積
過
程
に
対
し
て
、
積
極
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か

b
、
国
民
所
得

論
に
お
い
て
も
、
政
府
部
門
の
取
り
扱
い
は
、
単
に
、
集
計
上
白
技
術
的
問
題
で
は
な
く
、
基
本
的
左
、
い
わ
ゆ
る
原
則
上
の
理
論
問
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ノ、

題
と
し
て
論
議
さ
れ
て
来
た
し
、
人
午
後
も
続
げ
ら
札
る
に
ち
が
い
な
円
。

己
の
小
論
は
、
政
府
部
門
把
握
の
際
の
理
論
的
な
問
題
点
を
検
討
し
、
コ
ル
ム
理
論
の
批
判
を
通
じ
て
、

一
つ
の
手
が
か
り
を
得
よ

う
と
し
℃
い
る
。

ω
私
は
先
に
「
ツ
ィ
1
シ
ャ

ν
ク
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
つ
い
て
」
(
経
済
論
叢
第
八
十
七
巻
第
四
号
)
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
把
握
む

基
本
的
な
問
題
点
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
小
論
で
、
京
は
近
代
経
済
学
的
把
握
の
典
却
と
し
て
コ
ル
ム
の
開
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。

第
一
章

国
民
所
得
と
政
府
部
門
に
関
す
る
論
争

同
民
所
得
と
政
府
部
門
臼
評
価
に
つ
い

τ、
当
初
か
ら
論
争

ω中
心
と
な
っ
た
の
は
、
政
府
の
コ
ス
ト
・
サ
1
ピ
マ
ハ
で
あ
っ
た
。

寸
な
わ
ち
、
返
代
経
済
理
論
に
よ
れ
ば
、
国
民
所
得
は
、
当
年
度

ω
純
生
産
物
を
そ
の
刈
容
と
す
る
の
で
あ
る
か
b
、
中
間
財
を
除

い
た
、
い
わ
ゆ
る
財
り
最
終
段
階
で
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
も
し
、
政
府
が
、
直
院
消
費
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、

企
業
活
動
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
政
府
支
出
に
つ
W
亡
、
最
終
的
な
消
費
者
と
し
亡
の
一
評
価
を

下
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
政
府
が
、
企
業
白
コ
ス
ト
に
す
ぎ
な
円
も
の
を
分
担
し
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
中
間
財
で
あ
っ

て
、
最
終
財
で
は
な
い
。
だ
か
b
、
政
府
部
門
を
全
部
国
民
所
得
に
加
算
す
る
乙
と
は
、
二
重
計
算
を
敢
え
て
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
己
乙
に
問
題
白
中
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
己
れ
に
刻
す
る
解
答
は
、

S
-
ク
プ
ネ
ッ
ツ
に
よ
る
と
次
の
三
つ
が

あ
っ
た
。

(a) 

政
府
中
間
財
を
特
別
に
区
別
し
た
何
方
法
。

こ
白
見
解
は
コ

λ

ト
・
サ
ー
ビ
ス
の
部
分
を
、
最
終
財
と
区
別
出
来
た
い
と
み
る
か

(
J
-
R
・
ヒ
ッ
ク
九
の
旧
見
解
〉
、
ま
た
は
、

理
論
的
に
も
区
別
す
る
必
要
が
な
い
と
主
張
す
る
。



場
は
、
ア
メ
リ
カ
商
務
省
の
立
場
で
あ
り
、

前
者
の
主
張
は
、
理
論
的
に
は
重
要
で
な
く
、
事
実
上
、
ヒ
ッ
グ
ス
の
立
場
が
変
わ
づ
た
己
と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
が
、
後
者
の
立

一
九
四
七
年
以
後
の
ア
メ
リ
カ
国
民
所
得
統
計
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
弘
。
こ
の
立
場
に
よ

る
と
、
政
府
は
「
市
場
で
再
売
す
る
た
め
に
買
う
」
わ
け
で
は
芯
い
か
ら
、
個
人
の
文
出
と
同
じ
く
、

国
民
所
得
に
算
入
し
て
も
、
二
重
計
算
は
含
士
れ
在
い
。

「
最
終
的
危
買
手
」
で
あ
り

(b) 

政
府
中
間
財
を
租
税
に
よ
っ
て
区
別
す
る
方
法
。
(
吉
岡
町
凶
リ
ヨ
ロ

g
H
m
B
B
R
F〉

と
れ
に
は
二
つ
の
採
が
あ
り
、

S
-
グ
ブ
不
ッ
ツ
と
、
尚
務
省
の
旧
見
解
が
こ
れ
に
属
す
る
。
己

ω考
え
方
は
、
基
本
的
に
二
つ
白

仮
定

i
1付
制
人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
直
接
税
は
、
最
終
消
費
者

ω
た
め
白
政
府
に
よ
る
サ
l

ピ
九
を
代
表
す
る
。

H
H
純
事
業
税
は
、

政
府
の
中
間
財
に
対
す
る
支
払
を
表
わ
す
。
ー
ー
に
も
と
づ
い

τい
る
。
こ
の
立
場
は
、
ク
ヅ
不
ッ
ツ
も
、
商
務
省
も
J

札
場
を
か
え
た

た
め

t

消
滅
し
た
。

政
府
中
間
財
を
間
接
的
に
推
計
す
る
方
法
。

己
の
立
場
は
、
戦
前
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ド
イ
ツ
か
ら
、
コ
ル
ム
に
よ
っ
て
う
け
つ
が
れ
、
ハ

l
パ
ラ

l
、
ヒ
ッ
ク
ス
、
グ
ヅ
不
ッ

ツ、

γ
ァ
ウ
プ
等
に
よ
っ
て
、
承
認
さ
れ
た
。
唯
、
己
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
都
留
救
援
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
府
生
産
物
の
中

で
、
中
間
財
と
、
最
終
財
を
区
別
す
る
線
を
実
際
上
ど
こ
で
引
く
か
白
き
め
手
が
左
い
。
乙
の
欠
点
は
、
コ
ル
ム
と
商
務
省
の
論
争
で

(c) 
一
一
層
明
瞭
に
在
っ
て
く
る
。

以
と
の
検
討
か
ら
、
基
本
的
対
立
が
、
コ
ル
ム
と
一
向
務
省
の
問
に
存
在
す
る
己
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
コ
ル
ム
の
主
張
は
、
国
民
所

得
計
算
上
も
、
政
府
の
コ
ス
ト
・
サ
ー
ビ
ス
を
認
め
、
中
間
財
と
し
て
評
価
し
、
こ

ω
二
重
計
算
に
た
る
部
分
せ
差
し
引
く
こ
と
で
あ

り
、
尚
務
省
白
文
場
は
、
政
府
生
産
物
を
主
の
本
質
上
最
終
生
産
物
と
認
め
、
移
転
的
支
出
以
外
は
、
全
部
国
民
所
得
に
加
え
ら
れ
る
。

政
府
部
門
の
理
論
的
考
察
付
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巻
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ノ1、

と
こ
ろ
が
、

コ
ル
ム
は
、
一
九
五
五
年
頃
か
ら
、
理
論
的
に
は
白
己
白
主
張
を
か
え
ず
に
、
単
に
計
算
の
上
だ
け
で
は
、
商
務
省
の
立

場
と
一
致
を
表
明
し
て
し
ま
ヮ
た
。
彼
は
、
移
転
的
支
払
を
除
い
た
す
べ
℃
の
政
府
経
費
を
消
費
財
へ
の
個
人
支
出
と
、
投
資
の
た
め

ω
企
業
支
出
に
加
算
す
る
乙
と
を
承
認
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
計
算
技
術
上
の
問
題
は
一
応
の
解
決
を
み
た
の
で
あ
る
。
彼

は
、
担
論
的
に
も
、
実
際
上
も
、
己
目
措
置
が
「
二
重
計
算
し
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
い
。

る
と
仮
定
し
、

し
か
し
、
政
府
白
コ
マ
ハ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
は
、
年
に
よ
っ
て
余
り
変
化
が
な
く
、
主
要
な
工
業
国
で
は
、

「
小
さ
い
が
、
比
較
的
安
定
し
わ
L

二
重
計
算
を
許
す
こ
と
が
、
推
計
に
よ
っ
亡
中
間
財
を
算
出
す
る
よ
り
誤
謬
が
少

一
般
的
た
性
質
を
持
ヲ
て
い

な
い
と
い
う
消
極
的
な
理
由
で
、
こ
臼
二
重
計
算
を
容
認
す
る
り
で
あ
る
。

コ
ル
ム
に
よ
る
と
、
己
の
立
場
変
換
の
現
実
的
な
根
拠
は
、

三

0
年
代
で
は
、
政
府
の
コ
ス
ト
・
サ
ー
ビ
ス
は
教
育
等
定
例
に
と
っ
て
も
比
較
的
小
さ
く
、
従
っ
て
、
か
な
り
怒
意
的
な
分
類
で
あ

っ
て
も
、
余
り
重
大
な
結
果
は
も
た

b
さ
な
か
っ
た
己
と
、
し
か
し
、
今
日
で
は
、
軍
事
費
が
増
大
す
る
結
果
、
政
府
経
費
の
重
要
性

が
増
す
臼
で
、
分
類

ω結
果
が
、
国
民
所
得
比
較
白
上
で
大
き
な
相
違
を
も
た
ら
す
と
い
う

ω
で
あ
る
。

己

ω結
論
は
、
勿
論
、
計
算
上
白
便
宜
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
本
質
的
な
l

l
中
間
財
と
最
終
財
と
の
区
別
と
い
う
|

l
理
論
問
題

は
少
し
も
解
決
さ
れ
て
い
た
い
。
そ

ωう
え
、
コ
ル
ム
自
身
が

一
九
五
七
年
白
論
文
で
、
「
政
府
が
、
基
本
的
な
経
済
概
念
L

の
体
系

心
中
へ
ど
り
ょ
う
K
入
り
込
む
か
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
国
連
の
経
済
学
者
が
、
政
府
を
「
最
終
消
費
者
」
と
み
な
す
と
い
う
市
唆
を

行
っ
た
む
に
反
論
し
、

「
乙
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
経
済
計
算
白
た
め
に
は
有
効
な
仮
定
か
も
知
れ
ぬ
」
が
、

「
基
本
的
な
概
念
の
混
乱
」
に
導
く
と
断
定
す
る
。

「
政
府
の
本
性
を
歪
め
」

彼
は
、

J
・
方
ル
ソ

γ
が
、
政
府
は
「
集
団
的
に
何
b
か
の
財
ゐ
よ
び
、
サ
1
ピ
λ

を
消
費
す
る
佃
人
目
集
団
」
で
あ
る
と
規
定
す

る
の
に
真
向
か

b
反
対
し
、
政
府
機
関
を
特
殊
た
サ
l
ピマハ
|
|
i社
会
が
市
場
の
需
要
に
依
存
す
る
企
業
に
よ
ヮ
て
布
わ
れ
な
い
サ
I



ピ
ス

1

|
白
達
成

ω
た
め
白
組
織
と
み
な
す
よ
う
主
張
す
る
。
従
っ
て
、
政
府
機
関
白
サ
l
ビ
λ

は
、
市
場
に
ゐ
け
る
一
需
要
を
媒
介
と

し
て
で
な
く
、
特
殊
な
組
織
的
、
ま
た
は
、
社
会
制
度
の
下
で
遂
行
さ
れ
る
政
治
過
程
を
通
じ
、
「
政
治
的
決
意
」
を
媒
介
と
し
て
行

わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
「
社
会
集
団
」
と
し

τの
政
府
は
、
消
費
者
と
見
倣
さ
れ
う
る
の
だ
か
ら
、
政
的
部
門
は
、
単
な
る
消
費
者
な
の

Yムて了

な は
る'9)な
。 く

て

「
企
業
」
的
側
而
も
川
町
吐
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
政
府
部
門
と
、
市
場
経
済
は
、
次
の
様
た
対
応
関
係
を
持
っ
と
と

政
府
機
関
ψ
企
業

政
治
過
程
|
↓
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

社
会
集
団
|
ψ
家
計

巴
山
場
合
に
は
、
政
府
部
門
は
市
場
経
済
に
刻
立
す
る
独
自
の
公
経
済
と
し
亡
把
握
さ
れ
る
へ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
古
典
派
干
、

l
lす
な
わ
ち
、

新
古
典
派
が
、
労
働
価
値
説
や
、
限
界
効
用
瑚
論
等
白
一
組
白
原
理
で
経
済
学
士
説
明
し
た
結
果
、
財
政
川
?
の
分
野
で
、
二
つ
心
傾
向

「
財
政
主
、
経
済
外
の
起
源
主
持
つ
悶
乱
的
外
部
要
因
と
す
る
か
、

「
価
値
論
の
一
般
的
鋳
型
の
中
に
、
無
理
に
は

め
込
ん
で
、
こ

ω現
象
を
云
い
抜
け
よ
う
と
試
み
る
か
」
ー
ー
に
陥
っ
た
こ
と
士
指
摘
し
た
の
や
り
、
こ
の
よ
う
な
ユ
元
論
」
的
説
明

に
反
対
し
て
、

「
三
ワ
の
組
織
化
原
理
」
白
存
在
主
主
張
す
る

そ
れ
ら
は
、
付
家
族
ま
た
は
、
家
計
経
済
白
原
理
、
付
日
給
関
係
の
自
動
的
機
構
、
〔
巾
場
原
理
)

日
開
公
共
経
済
白
原
理
(
予
算
原

理
)
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
あ
き
b
か
な
よ
う
に
、
コ
ル
ム
を
古
典
派
か
ら
区
別
す
る
白
は
「
企
業
体
」
と
し
て
の
国
家
と
い
う
側
而
士
強
く

h
d
L
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
達
は
、
己
白
「
企
業
体
」
と
し
て
の
把
握
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
に
よ
ワ
て
、
国
家
セ
ク
タ
ー

政
府
部
門
の
理
論
的
考
察
付

第

λ
十
八
巻

九

第
二
号

九
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し
く
は
、
道
路
建
設
の
場
合
に
は
、
己
の
結
論
は
明
白
に
不
合
理
だ
。
同
防
費
の
場
合
に
は
問
題
が
た
い
わ
け
で
は
た
い
。
」

彼
は
、
己
己
で
、
政
府
経
費
心
生
産
的
た
効
果
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
と
の
基
本
的
友
問
題
で
の
古
典
派
経
済
学
批
判

政
府
部
門
の
珂
論
的
考
察
付

第
八
十
八
巻

.1L 
四

第
二
号

い
か
、
政
府
郎
門
把
握
1

1
特
に
、
市
場
経
済
と
い
わ
ゆ
る
国
家
経
済
の
関
係
づ
け
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
つ

b
ぬ
か
れ
て
い
る
か
を

立
入
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
白
昨
で
、
国
家
の
権
力
的
側
而
と
経
済
的
側
回
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
型
解
し
て
い
る
か
、
あ
さ
ら
か

に
在
る
か
ら
、
国
民
所
得
論
に
ゐ
け
る
政
府
部
門
の
問
題
を
越
え
て
、
国
家
セ
ク
タ
ー
の
理
論
的
把
握
に
長
近
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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(

木
村
他
訳
、

コ
ル
ム
の
同
調
者
で
あ
る
日
・
ク
プ
ネ
サ
ツ
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
は
同
様
で
あ
る
。

「
も
し
、
政
府
情
動
が
不
生
産
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
な
ら
ば
、
評
価
の
問
題
は
起
ら
な
い
。
定
義
に
よ
れ
ば
、
政
府
サ
ピ
九

の
価
値
は
0
で
あ
る
。
戸
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
、
明
日
に
位
向
仙
佑
で
あ
る
。
政
府
活
肋
は
、
故
山
問
。
充
足
に
乙
っ
て
、
余
り
に
も
大
き
く
貢
献
し

て
お
り
、
経
済
的
生
産
的
事
業
主
し
て
の
役
割
を
無
視
す
る
に
は
、
余
り
に
も
、
令
市
場
の
不
ァ
ト
ワ
ー
ク
と
相
援
に
関
係
し
す
ぎ
て
い
ゐ
。
」

zpzo口
mvHHHMσ
。
ド
目
。

mvロ
巳
]
[
件

ω
円

OH口
町

OωH什

MCロ
、
日
由
仏

H
H
U
U
H

二
二
心
頁
)

二
、
国
家
経
済

ι市
場
経
済
の
関
係
づ
け
と
い
う
問
題
を
最
も
体
系
的
に
取
り
上
げ
た

ωは
、
戦
前
白
名
著
「
同
家
経
裂
の
経
済
理

論
」
で
あ
る
か
ら
、
以
下
は
こ
白
書
物
に
よ
り
つ
つ
検
討
を
す
す
め
た
い
。

国
家
経
済
と
市
場
経
済
白
関
連
を
あ
き

L
か
に
す
る
上
で
、
ま
ず
、
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
社
会
の
」
に
立
つ
支
問
機
関

と
し
て
の
悶
家
と
、
経
済
的
内
容
か
ら
み
た
国
家
の
区
別
で
あ
る
。

コ
ル
ム
は
、
社
会
学
的
立
場
か
ら
、
前
者
全
「
支
配
強
制
の
主
休
」
、
後
者
を
「
給
付
組
織
の
主
体
」
と
し
て
拙
握
し
、
歴
史
的
に
与

て
、
法
律
を
擁
護
し
、
抵
抗
を
抑
圧
す
る
行
政
給
付
機
関
が
、
支
配
強
制
白
前
提
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
財
政
理
論
は
、
国
家
機
関
を

国
家
財
政
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

τ、
社
会
的
危
基
礎
を
獲
得
し
、
国
家
経
済
を
一
つ
の
「
財
政
」
(
司
自
ω
F
m
H
C

と
し
て
特
徴



づ
け
得
た
こ
と
を
指
摘
す
h
o
従
っ
て
、
支
配
強
制
の
主
体
と
、
給
付
組
織
の
主
体
と
は
、
相
一
且
前
提
的
に
不
可
分
で
あ
り
、
財
政
学

は
、
後
者
白
側
面
か
ら
問
題
に
接
近
す
る

で
は
、
こ
の
「
給
付
組
織
の
主
体
」
と
し
て
の
国
家
は
、
給
付
の
主
体
と
し
て
の
企
業
と
ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

hz
、
白
由
友
商
品
経
済
に
対
立
す
る
強
制
経
済
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。

コ
ル
ム
は
、
国
家
経
済
の
特
徴
づ
け
を
支
配
強
制
か
ら
行
お
う
と
し
た

M
・
カ
ッ
セ
ル
を
批
判
し
て
「
M
・
カ
ッ
セ
ル
は
、
公
経
済

も
し
、
国
家
が
、
国
常
企
業
か
ら
入
る
収
入
を
白
由
に

し
う
る
な
b
ば
、
経
費
を
す
べ
て
租
税
だ
け
で
調
達
し
よ
う
と
は
す
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
カ
y

セ
ル
に
従
え
ば
、
経
費
の
こ
の
部

分
は
、
国
家
経
済
に
属
し
な
い
こ
と
に
た
っ
て
し
士

M
o」
と
述
べ
、
国
家
経
済
を
市
場
経
済
か
ら
区
別
す
る
場
合
に
「
支
配
強
制
に

も
と
ず
く
給
付
」
だ
け
で
た
く
、

「
市
場
経
済
と
の
関
係
で
行
わ
れ
る
給
付
」
に
も
在
円
す
る
よ
う
主
張
す
る
。
こ

ω場
合
、
支
配
強

制
が
、
国
家
経
済
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
な
い
白
と
同
じ
よ
う
に
、
給
付
の
内
容
も
両
者
を
区
別
す
る
指
標
と
は
な

b
な
い
。

例
え
ば
‘
国
家
経
済
は
行
政
組
織
、
市
場
経
済
は
工
場
組
織
と
い
う
よ
う
に
区
別
し
た
と
こ
ろ
で
、
官
庁
の
中
央
組
織
と
、
コ
ン
ツ

ヱ
ル
ソ
の
管
理
組
織
と
は
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
公
立
学
校
と
私
立
学
校
を
く
ら
べ

τみ
る
と
、
給
付
の
内
容
か
ら
、

国
家
経
済
と
市
場
経
済
を
区
別
す
る
こ
と
は
何
の
意
味
も
な
い
。
従
っ
て
、
コ
ル
ム
に
よ
る
と
、
同
家
経
済
と
市
場
経
済
の
決
一
止
的
な

区
別
は
、

「
強
制
L

が
あ
る
と
か
、

「
何
を
給
付
す
る
か
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

「
給
付
の
選
択
と
、
規
定
に
と
っ
て
、
重
要
な

視
角
と
方
法
」
白
中
に
あ
る
と
い
う
結
論
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
場
給
付
の
特
徴
づ
け
は
、

「
最
大
の
収
益
可
能
性
と
、
そ
れ

を
追
求
す
る
最
上
の
手
段
の
発
見
」
で
あ
り
、
国
家
給
付
白
特
徴
は
、

一
定
の
困
家
片
的
(
「
高
級
友
立
場
」
)
の
た
め
に
、
国
家
機
関

に
従
っ

τい
友
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
給
付
白
目
的
が
、

が
「
最
も
合
理
的
な
方
法
」
を
見
出
す
と
己
ろ
に
あ
る
。
だ
か
ら
両
者
の
根
本
的
な
区
別
は
、
閏
家
給
付
が
、
い
わ
ゆ
る
「
経
済
原
則
」

「
い
か
に
し

t
」
確
定
さ
れ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
目
的
決
定

政
府
部
門
の
理
論
的
考
察
け

第
八
十
八
巻

)L 
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区耳

様
式
の
区
別
の
中
に
存
在
す
る
。
こ

ω形
式
的
区
別
を
重
視
す
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
市
場
経
済
白
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
国
家
の
青
山
志
決

定
白
際
の
政
治
的
過
程
が
、
区
別
の
主
要
な
側
面
と
な
ら
ざ
る
を
得
、
な
い

と
白
場
合
、
普
通
考
え
b
れ

τ
い
る
よ
う
に
、
政
府
計
画
の
仇
定
は
、
政
治
的
過
程
|
|
票
集
め
、

ロ
ピ
ス
ト
の
圧
力
、
政
敵
同
一
ω

競
走
と
結
托
ー
ー
の
中
で
行
わ
れ
る
か

b
と
い
っ
て
、
木
質
的
に
非
合
理
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
コ
ル
ム
に
沿
い

て
は
特
徴
的
で
あ
る
。

次
に
、
国
家
経
済
と
市
場
経
済
白
区
別
と
同
一
性
を
検
討
し

Z
う。

コ
ル
ム
は
ま
ず
悶
家
意
志
の
決
定
と
、
巾
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
区
別
と
い
う
側
聞
か

b
問
題
に
接
近
し
た
。
す
な
わ
ち
、
市
場
経
済
に

告
げ
る
企
業
は
、
「
需
要
」
に
従
づ
て
生
産
を
企
て
、
商
品
交
換
、
所
得
形
成
、
側
怖
、
収
益
の
計
算
等
が
「
自
由
意
志
」
の
決
定
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
だ
か

b
「
賄
買
力
山
あ
る
時
前
要
」
だ
け
が
、
山
場
経
済
に
と
ヮ
て
、
も
っ
と
も
規
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
国

家
経
済
に
沿
い
て
は
、
何
が
重
要
か
は
「
審
級
順
序
」
に
工
っ
て
決
定
吉
れ
、
現
代
目
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
議
会
、
内
閣
等
が
、
法
令

心
中
で
決
定
し
、
公
経
済
白
家
計
プ
ラ
ン
で
あ
る
予
算
白
中
に
、
モ
山
結
晶
を
見
出
す
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的
な
決
志
こ
モ
が
、
国
家

経
済
に
と
っ
て
固
有
印
も
白
で
あ
る
。
こ
山
場
合
、
問
題
は
「
い
か
に
し
℃
」
決
定
さ
れ
る
の
か
に
あ
る
白
で
、

「
何
」
に
も
と
づ
い

τ決
定
す
る
か
は
問
題
外
C
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
決
志
が
「
文
化
的
基
準
」
で
行
わ
れ
て
も
、

て
行
わ
れ
よ
う
と
も
問
う
所
で
は
な

wo
己
れ
に
対
し
て
、
両
者
の
同
一
性
、
関
係
の
面
を
み
る
と
、
コ
ル
ム
は
国
家
経
済
と
市
場
経

「
貝
段
も
権
力
的
な
利
右
」
に
従
ヮ

済
の
問
問
係
の
側
而
と
し

τ次
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

←) 

二
ワ
の
組
織
り
作
用
範
囲
は
、
不
可
分
で
あ
る
。
公
的
給
付
な
し
に
、
市
場
経
済
白
進
行
は
考
え
b
れ
ず
、
国
家
活
動
は
、
市

場
の
給
付
を
前
提
す
る
。



tコ)

国
家
給
付
は
、
あ

b
ゆ
る
私
的
経
済
の
給
付
と
同
様
、
所
得
心
使
用
を
条
件
づ
け

b
れ

τ
い
る
。
そ
こ
で
、
総
所
得
が
、
両
経

済
組
織
に
と
っ
亡
共
通
左
、
人
的
、
物
的
、
生
産
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
以
上
、

一
方
の
肱
大
は
、
他
方
の
日
批
判
を
伴
う
。

従
ヮ
て
、
閏
家
給
付
の
拡
大
は
、

rH由
意
思
に
も
と
づ
〈
市
場
的
な
給
付
の
制
限
を
意
味
し
、
し
か
も
、
国
家
給
付
に
相
凶
す

る
コ
ス
T

は
、
総
需
要
の
枠
内
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。

七三)以
上
白
検
討
に
よ
ヮ
て
、
コ
ル
ム
が
、
国
家
経
済
と
市
場
経
済
を
共
通
の
生
産
力
と
、
総
需
要
の
上
に
た
た
せ
づ
っ
、
両
者
の
区
別

士
、
形
式
的
な
側
而
か
ら
、
す
な
わ

b
、
志
志
の
決
定
株
式
の
相
違
に
も
と
め
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ

V
o
彼
の
二
-L
論
は
内
一
得

か
b
み
る
と
実
は
共
辺
白
生
産
力
と
総
需
要
と
い
う
一
元
的
な
基
盤
む
上
に
た
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
家
経
設
の
生
産
性
の
主
張
が
、

こ
の
よ
う
な
理
論
的
背
去
を
持
フ
て
い
る
こ
と
は
充
分
注
目
さ
れ
ね
ば
な

b
な
い
。

(
第
二
章
第
三
割
以
下
次
号
)

川
山
円
。
ロ

c-E4410-W2〈
H円
け
M

ゅ
の
げ
釦
洋

ZRUFOHYぬ
O戸
。
巴
の
同

ω仲
良
弘
い
研
三
い

ω四
戸

σ
E
Y
一
戸
田
日
吋

ω
F
H品
一

広

印

E
び
島
本
法
「
近
刊
引
価
税
回
想
史
」
第
二
章
、
花
戸
館
山
胤
「
財
政
川
山
担
史
(
古
典
前
)
」
二
軍
瓦
以
下
。

川

w
p
h
己
戸
F
H
F
出
∞
ロ

5
9
1毛
足

円

E
r
o
y
口
S
E
E
R
U
m与
し

ω
。口
C
H
E
-
-
E
F
ω
寸

制
「
こ
れ
ら
の
決
定
の
政
治
的
性
格
の
た
め
に
多
く
白
科
学
者
は
、
合
理
的
な
基
準
ゃ
、
手
続
の
発
展
は
、
望
み
の
な
い
試
み
だ
と
い
う
結
論
に
導

か
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
国
民
経
済
の
発
民
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、
拡
企
業
の
決
定
は
全
面
的
に
合
開
的
で
、
政
治
の
此
定
は
、
自
分
本
位
。
政

治
家
連
の
さ
も
し
い
妥
協
の
結
果
だ
と
仮
定
す
あ
の
は
、
全
く
誤
判
て
い
る
之
思
う
。
」
口
円
c-E-HW
君
主
E
同
町
ロ
匡
見
出
ロ
g
o
o
pロ
仏
司
HRPH

可
c
r
c
d
p
]巴
印
町
一
日
ν
]
F
U

川

w
o
p
-
F
E
E沼
田

山

田

口

仰

の

h
E
F
E
p
m

ロ

的

o
p
-目、

E
P
田
区
ロ

ω
し
か
し
、
コ
ル
ム
は
、
総
需
要
に
対
し
て
凶
家
が
市
場
よ
り
影
響
を
与
え
易
い
と
い
う
議
論
を
こ
っ
そ
り
持
ち
込
ん
で
い
る
。
「
そ
れ
(
国
家
機

関
)
は
、
独
自
の
生
命
力
を
も
っ
て
、
忍
的
な
齢
刊
組
織
よ
り
も
強
力
な
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
」
ハ
の
門
o
z
f
F
E
-
m
ω
E
l
E
)
こ
の
考
え

方
は
需
要
説
的
な
経
済
団
論
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
セ
イ
法
則
批
判
の
中
で
最
も
明
瞭
忙
現
わ
れ
る
。

政
府
部
門
の
理
論
的
考
祭
け

第

λ
十
λ
巻
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第
二
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